
          令和８年度  山林使用許可申請者募集要項 

 

                           令和 ８ 年 ６ 月 ２ ４ 日  

 

 交野市が実施す る 山林使用許可申請者 （ 以下 「 使用者 」 と い う 。 ） の募集に参加 さ

れ る 方は 、 こ の募集要項を よ く ご覧に な り 、 次の各事項を ご承知の上 、 申込 く だ さ い 。  

 （ 地方自治法第 ２ ３ ８ 条の ４ 第 ７ 項の規定に基づ き 、 使用許可を実施 ）  

 

１ ． 公募物件  

    所  在  地  
   

  公簿面積  
最低使用料  

（ 年額 ）  
 概要書  

 

交野市星田 ６ 丁目 2503 番 3 他 3

筆  

   

  5,357㎡   342,000 円   別紙 １  

 

２ ． 応募資格要件  

   次の要件をすべて満たす法人又は個人に限 り 応募す る こ と がで き ま す 。  

   （ １ ）  次のアか ら カ ま でのいずれに も 該当 し ない者で あ る こ と 。  

     ア  成年被後見人  

     イ  被保佐人 （ 民法に定め る 一定の場合を除 く 。 ）  

     ウ  未成年者 （ 民法に定め る 一定の場合を除 く 。 ）  

     エ  破産者で復権を得ない者  

     オ  交野市の指名停止措置を受け てい る 者又は交野市の指名停止要綱に該  

      当す る 行為を行 っ た者又は不利益処分 （ 違法又は不適当な行為に よ る も  

      ので あ る 場合に限 る 。 ） 受け てい る 者  

     カ  営業の実態が確認で き ない等の 、 いわゆ る ペーパーカ ンパニー と 判断  

      さ れ る 者  

   （ ２ ）  次のアか ら カ ま でのいずれに も 該当 し ない者 （ ア か ら カ ま でのいずれ  

      かに該当す る 者であ っ て 、 その事実が あ っ た後 ３ 年 を経過 し ない者を含  

      む 。 ） で あ る こ と 。  

        ア  交野市 と の契約の履行にあ た り 、 故意に工事若 し く は製造を粗雑に し 、  

      又は物件の品質若 し く は数量に関 し て不正の行為を し た者  

     イ  交野市が実施 し た競争入札において 、 その公正な執行を妨げた者又は  

      公正な価格の成立を害 し 、 若 し く は不正の利益を得 る ために連合 し た者  

     ウ  落札者が交野市 と 契約を締結す る こ と 又は交野市 と の契約者が契約を  

      履行す る こ と を妨げた者  

     エ  地方自治法 （ 昭和 ２ ２ 年法律第 ６ ７ 号 （ 以下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ３  

      ４ 条の ２ 第 １ 項の規定に よ り 交野市が実施す る 監督又は検査に当た り 職  

      員の職務の執行を妨げた者  



     オ  正当な理由がな く て交野市 と の契約を履行 し なか っ た者  

     カ  ア か ら オ ま でのいずれかに該当す る 者で 、 その事実が あ っ た後 ３ 年 を  

      経過 し ない者を契約の履行に当た り 代理人 、 支配人その他の使用人 と し  

      て使用 し た者  

   （ ３ ）  暴力団又はその他暴力的集団の構成員でない こ と 。  

   （ ４ ）  公共の安全及び福祉を脅かすおそれの あ る 団体又は公共の安全及び福  

      祉を脅かすおそれの あ る 団体に属す る 者でない こ と 。  

   （ ５ ）  市税に係 る 徴収金を完納 し てお り 、 最近 １ 事業年度の消費税 、 地方消  

      費税を完納 し てい る こ と 。  

 

３ ． 施設使用許可の条件  

   （ １ ）  使用料等  

     ①使用者の施設使用形態  

        使用者は 、 山林 と し て使用 （ 自然保全活用 ） す る 部分について 、 法  

２ ３ ８ 条の ４ 第 ７ 項の規定に基づ き 、 行政財産使用許可 （ 以下 「 使用  

許可 」 と い う 。）を受け て使用 し ま す 。  

     ②使用許可の期間  

        使用許可の期間は 、 使用許可日か ら 令和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と し ま

す 。 た だ し 、 公用 ・ 公共用 と し ての使用の必要性や使用者の使用状況

な ど を勘案 し 支障がない と 交野市が判断す る 場合は 、 当初交野市が設

定 し た条件を変更 し ない こ と を 前提 と し て当初許可か ら ５ 年以内を限

度に 、 引 き 続 き 使用許可を行い ます 。  

     ③使用料  

        使用者 と し て決定 し た者が提示 し た応募価格を も っ て年額使用料 と  

    し ま す 。  

        ただ し 、 使用期間が 1 年に満た ない場合の使用料の額は 、 年額使用  

       料の額を日割に よ っ て算定 し た額 と し 、 1 日未満の と き は 1 日 と みな  

       し ま す 。 算定 し た額に 1 円未満の端数があ る 場合においてはその端数  

       金額を切 り 上げた額 と し ま す 。  

        なお 、 年額使用料は 、 交野市の発行す る 納入通知書に よ り 、 指定す  

       る 期限 ま でに 、 交野市の指定す る 金融機関にて納付 し て く だ さ い 。  

        既納の使用料は 、 還付 し ま せん 。 た だ し 市の事情に よ り 使用許可を  

       取 り 消 し た場合は 、 その全部又は一部を還付す る こ と がで き ま す 。  

        使用許可期間中 、 使用料は減額 ・ 免除 し ま せん 。 事業収支の悪化等  

       が あ っ た場合 も 同様です 。  

④その他の必要経費  

        現状回復等一切の費用は 、 使用者の負担 と し ま す 。   

    



（ ２ ）  使用用途の指定等  

①プ レハブ等の簡易構造物であ っ て も 設置で き ません 。  

②次のアか ら ク に該当す る 使用はで き ません 。  

      ア . 事務所 、 倉庫 、 店舗その他 こ れ ら に類す る も のの う ち 、 易燃性若 し  

       く は爆発性物件又は悪臭 、 騒音等を発す る 物件を保管 し 、 又は設置す  

る こ と 。  

イ . 政治的又は宗教的用途に使用す る こ と 。  

ウ . 悪臭 ・ 騒音 ・ 土壌汚染な ど近隣環境を損な う と 予想 さ れ る 用途に使  

用す る こ と 。  

エ . 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す る 法律 （ 昭和 ２ ３ 年法  

 律第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条第 １ 項に規定す る 風俗営業 （ ラ ウ ン ジ 、 ス ナ  

ッ ク 等 、 規制対象業種に類す る 営業実態の も のは 、 原則 と し て営業  

時間を問わず使用で き ません。）同条第 ５ 項に規定す る 性風俗関連特  

殊営業その他 こ れ ら に類す る 業 （ 例 ： 成人向け Ｄ Ｖ Ｄ シ ョ ッ プ等 ）  

の用途に使用す る こ と 。  

      オ . 暴力団員に よ る 不当な行為の防止等に関す る 法律 （ 平成 ３ 年法律第  

       ７ ７ 号 ） 第 ２ 条第 ２ 号に規定す る 暴力団若 し く は法律の規定に基づ き  

       公の秩序を害す る おそれの あ る 団体等に指定 さ れてい る も のの事務所  

       その他 こ れ ら に類す る も の な ど 、 公序良俗に反す る 用途に使用す る こ  

       と 、 ま た 、 同法第 ２ 条第 ２ 号に規定す る 暴力団の利益にな り 、 又はそ  

       のおそれが あ る と 認め ら れ る 用途に使用す る こ と 。  

      カ . 都市計画法 （ 昭和 ４ ３ 年法律第 １ ０ ０ 号）、建築基準法 （ 昭和 ２ ５ 年  

       法律第 ２ ０ １ 号 ） その他の関係法令及び要綱等に違反す る 用途に使用  

       す る こ と 。  

      キ . その他 、 住宅の用に供す る 等 、 市が適 さ ない と 判断 し た用途に使用  

       す る こ と 。  

      ク . 第三者を し て ア か ら キの用途に使用 さ せ る こ と 。  

（ ３ ）  遵守事項及び維持管理責任  

      次の こ と を遵守 し て く だ さ い 。  

①使用許可の条件を遵守 し 、 行政財産使用料等の費用を期限 ま でに確実  

に納付す る こ と 。  

      ②使用す る 権利を第三者に譲渡又は転貸 し ない こ と 。  

      ③貸付期間中の フ ェ ン ス 等の維持管理は使用者において行 う こ と 。  

④砂防指定地内であ る ため 、 土地の形状変更や木竹の伐採等で許可が必

要 と な る 行為を行 う 場合は 、 市に対 し 事前協議を行い 、 関係機関に許

可申請を行い 、 許可が下 り た後は市に事後報告を行 う こ と 。  

 

⑤災害等に よ り 市が緊急に必要 と 認めた場合には 、 使用者は使用物件の  



移転 、 除去等に速やかに応 じ る と と も に 、 その費用について も 負担す  

る こ と 。  

いずれの場合において も 休業等に伴 う 損失補償な ど は一切行い ません 。  

⑥必要に応 じ 、 当該使用区域内及びその近傍におけ る 道路の清掃 、 除草  

 その他の管理を行 う こ と 。  

   （ ４ ）  使用許可の取 り 消 し 事由等  

      次のいずれかに該当す る 場合は 、 使用許可を取 り 消す こ と が あ り ま す 。  

      なお 、 使用許可の取消 し に よ り 使用者に損失が生 じ て も こ れ を補償 し ま  

     せん 。  

①許可物件を公用又は公共用に供す る ため必要を生 じ た と き 。  

②上記 ３ の使用許可に係 る 条件に違反す る 行為が あ る と 認め ら れ る と き 。  

      ③使用者が応募者の資格を失っ た と き 。  

   （ ５ ）  原状回復  

      使用者は 、 許可期間が満了 し た場合又は許可が取 り 消 さ れた場合は 、 す  

     みやかに原状回復 し て く だ さ い 。 なお 、 原状回復に際 し 、 使用者は一切の  

     補償を交野市に請求す る こ と がで き ま せん 。  

   （ ６ ）  損害賠償  

      使用者は 、 本市又は第三者に損害を与え た と き は 、 すべて使用者の責任  

において 、 その損害を賠償 し な ければな ら ない も の と す る 。  

 

４ ． 応募申込手続 き  

   （ １ ）  申込受付期間  

       令和 ８ 年 ６ 月 ２ ４ 日 （ 水 ） ～令和 ８ 年 ７ 月 ２ ３ 日 （ 木 ）  

（ 土 ・ 日 を除 く ）   午前 ９ 時～午後 ５ 時    

   （ ２ ）  申込受付場所  

       交野市  環境部  環境衛生課  交野市私部西 ３ 丁目 ３ － １  

   （ ３ ）  申 し 込みに必要な書類 （ 各 １ 部 ）  

     ①  申込書 （ 所定様式 ） 本市ホームページ よ り ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。  

     ②  誓約書 （ 所定様式 ） 本市ホームページ よ り ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。  

   （ ４ ）  申込手続 き  

     受付期間内に 、 申込みに必要な書類を受付場所に直接持参 ま たは郵送に  

よ り 提出す る こ と 。  

     電話 、 フ ァ ッ ク ス 、 イ ン タ ーネ ッ ト に よ る 受付は行い ません 。  

     なお 、 提出 さ れた書類等は返却 し ま せん 。  

 

 

５ ． 使用者の決定  

   （ １ ）  提出 さ れた応募書類を審査 し 、 必要な資格を満た し てい る 者 を選定対  



      象 と し ま す 。  

   

 （ ２ ）  公募物件に対 し 、 本市が設定す る 最低使用料以上の額で 、 かつ最高の  

      価格で応募申 し 込みを行 っ た者 を選定 し 、 使用者 と し ま す 。 なお 、 最高  

      価格の応募が ２ 者以上あ る 場合は 、 当該応募者立会いの も と 、 く じ に よ  

      り 選定 し ま す 。  

   （ ３ ）  使用者の決定は 、 令和 ８ 年 ７ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） の予定です 。  

使用者の決定後 、 応募者に応募物件の決定金額及び決定 し た使用者を  

通知 し ま す 。  

６ ． 使用許可申請の手続 き  

   使用者に決定 し た者は 、 令和 ８ 年 ８ 月 ７ 日 （ 金 ） ま でに 、 次の行政財産使  

  用申請書を提出 し て く だ さ い 。 併せて 、 「 ２ ． 応募資格要件 」 （ ６ ） に記載す る  

  税の納付の証明 と し て 、 市民税又は法人市民税の納税証明書 と 税務署が発行す る  

  消費税及び地方消費税の納税証明書 （ いずれ も 発行日か ら ３ ヵ 月以内の も の に限  

  る 。 ） を 提出 し て く だ さ い 。  

＜行政財産使用許可申請提出書類＞  

① 行政財産使用申請書 （ 指定様式 ）  

② 土地利用計画図  

  ③  証明書類 （ 発行日か ら ３ ヵ 月以内の も の ）  

  ＜法人の場合＞ ・ ・ ・ 法人登記簿謄本 （ 履歴事項全部証明書 ） 、 印鑑証明書 、 納  

            税証明書  

  ＜個人の場合＞ ・ ・ ・ 印鑑登録証明書 （ 市町村発行 ） 、 身分証明書 （ 本籍地の市  

            町村発行 ） 、 納税証明書  

 

７ ． 使用者の決定の取 り 消 し  

   次のいずれかに該当す る 場合は 、 使用者 と し ての決定を取 り 消 し ま す 。  

    ①  正当な理由な く し て 、 指定す る 期日 ま でに使用許可の手続 き に応 じ な か  

      っ た場合  

    ②  使用者が応募者の資格を失っ た場合  

 

８ ． その他  

   使用許可の手続 き に関す る 一切の費用については 、 使用者の負担 と し ま す 。  

 

■ 募集に関す る 問合せ先           交野市環境部環境衛生課  

                         電話 ： ０ ７ ２ － ８ ９ ２ － ０ １ ２ １ ㈹     

 


